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令和４年第２回北海道議会定例会に提案する条例案(７件)

＜一部改正条例＞

１ 北海道職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例案

（総務部人事局人事課（22-155））

○改正内容

雇用保険法の改正により離職者が事業を開始した場合等における失業等給付の受給期間の特例が

創設されたこと等に伴い、職員の退職手当について必要な措置を講ずることとし、併せて規定の整

備を行う。

※ 職員の退職手当については、国家公務員と同様、雇用保険の失業等給付相当額を保障してい

ることから、当該失業等給付が見直されたことに伴い改正するもの。

（施行期日 一部を除き、公布の日）

２ 北海道税条例の一部を改正する条例案

（総務部財政局税務課（22-459））

○改正内容

地方税法の改正に伴い、個人の道民税及び不動産取得税について所要の改正を行うこととし、併

せて規定の整備を行う。

(１) 個人の道民税

・ 上場株式等の配当所得等に係る課税方式を所得税と一致させる。

・ 住宅ローン控除の特例措置の適用期間の延長等を行う。

【適用期間の延長】

（現行）令和15年度まで （改正後）令和20年度まで

【入居期限の延長】

（現行）令和３年まで （改正後）令和７年まで

(２) 不動産取得税

・ 不動産を取得した場合の知事への申告書の提出について、登記所に登記をした場合はこれ

を不要とする。

（施行期日 一部を除き、令和５年１月１日）

３ 特定地域等における道税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例案

（総務部財政局税務課（22-459））

○改正内容

地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令の改正に鑑み、地方活力向上地域におけ

る事業税、不動産取得税及び道固定資産税の課税免除等の対象となる期間を延長する。

・ 特定業務施設整備計画（※１）の認定期限

（現行）令和４年３月31日 （改正後）令和６年３月31日

・ 計画認定から特別償却設備（※２）の新増設までの期限

（現行）計画認定から２年以内 （改正後）計画認定から３年以内

※１ 本社機能を整備する事業の実施に関する計画

※２ 本社機能を有する事務所、研究所又は研修所

（施行期日 公布の日）
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４ 北海道議会議員及び北海道知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する

条例案

（総合政策部地域行政局市町村課（23-503））

○改正内容

公職選挙法施行令の改正に鑑み、北海道議会議員及び北海道知事の選挙における選挙運動用自動

車の使用等に係る公費負担の限度額を改定する。

(１) 選挙運動用自動車の使用の公費負担限度額（単価）

ア 自動車借入契約 １日当たり １万5,800円 → １万6,100円

イ 燃料供給契約 １日当たり 7,560円 → 7,700円

(２) 選挙運動用ビラの作成の公費負担限度額（単価）

ア ５万枚以下の場合１枚当たり ７円51銭 → ７円73銭

イ ５万枚を超える場合１枚当たり ５円２銭 → ５円18銭

(３) 選挙運動用ポスターの作成の公費負担限度額（単価）

ア 印刷費

・ 掲示場数が500以下の場合１枚当たり 525円６銭 → 541円31銭

・ 掲示場数が500を超える場合１枚当たり 27円50銭 → 28円35銭

イ 企画費（デザイン料） 31万500円 → 31万6,250円

※ 改正後の公費負担限度額（単価）は、この条例の施行期日以後に期日を告示される選挙から

適用

（施行期日 公布の日）

５ 北海道民生委員定数条例の一部を改正する条例案

（保健福祉部福祉局地域福祉課（25-604））

○改正内容

市町村における世帯数の増減等の地域の実情に鑑み、各市町村の民生委員の定数を改定する。

【定数の総数（札幌市、函館市、旭川市を除く。）】

（現行）8,478人 （改定後）8,454人（増減▲24）

（施行期日 令和４年12月１日）

６ 北海道遺伝子組換え作物の栽培等による交雑等の防止に関する条例の一部を改正する条例案

（農政部食の安全推進局食品政策課（27-653））

○改正内容

遺伝子組換え作物の開放系での栽培等の規制の対象を食用若しくは飼料用に供するための栽培又

は隔離ほ場における栽培に限る。

（施行期日 公布の日）

７ 北海道建設部手数料条例の一部を改正する条例案

（建設部総務課（29-105））

○改正内容

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正に鑑み、長期優良住宅維持保全計画の認定等の事

務に係る手数料について定めることとし、併せて規定の整備を行う。

（施行期日 令和４年10月１日）


